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○根室市ふるさと応援寄付条例 

平成20年３月26日条例第18号 

改正               

平成27年９月18日条例第30号 

平成30年１月25日条例第２号 

令和２年６月19日条例第21号 

令和７年３月25日条例第５号 

根室市ふるさと応援寄付条例 

（目的） 

第１条 寄付金を財源として、寄付者の意向を反映した施策の展開を図ることで、多様な人々の参

加による個性豊かで活気にあふれる住みよいまちづくりに資することを目的とする。 

（基金の設置） 

第２条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため、次の各号に定める基金（以下「基

金」という。）を設置する。 

(１) 根室市ふるさと応援基金 

(２) 根室市ふるさと応援・子ども未来基金 

(３) 根室市ふるさと応援・地域医療安定化基金 

(４) 根室市ふるさと応援・人材確保対策安定化基金 

(５) 根室市ふるさと応援・公共交通維持安定化基金 

(６) 根室市ふるさと応援・交流人口拡大促進基金 

(７) 根室市ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金 

(８) 根室市ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金 

(９) 根室市ふるさと応援・共創プロジェクト支援基金 

（積立） 

第３条 寄付者の意向に沿うため、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる基金へ積立てする

ことができるものとする。 

(１) 根室市総合体育館建設基金（平成２８年根室市条例第１３号） 

(２) 根室市公共施設等維持補修基金（平成１９年根室市条例第２７号） 

(３) 根室市防災対策基金（昭和４９年根室市条例第１号） 

(４) 根室市図書館図書充実基金（昭和５０年根室市条例第４３号） 

２ 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。 

（寄付金の使途指定等） 

第４条 寄付者は、自らの寄付金を市長が別に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定でき

るものとする。 

２ 寄付金のうち前項の指定のないものについては、諸般の事情を勘案して、市長が前項の寄付金

の使途に係る指定を行うものとする。 

３ 市長は、前項の指定を行った場合は、寄付者にその内容を報告しなければならない。 

４ 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映

されるよう十分配慮しなければならない。 

（基金の管理） 

第５条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。 

（運用益金の処理） 

第６条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれ当該収益の生

じた基金に編入するものとする。 

（基金の繰替運用） 

第７条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、

基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。 

（基金の処分） 

第８条 基金は、第１条に掲げる目的のため、市長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に



2/2 

限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則（平成20年３月26日条例第18号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月18日条例第30号） 

この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年１月25日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年６月19日条例第21号） 

改正 

附 則（令和４年３月22日条例第５号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （条例の失効） 

２ この条例による改正後の根室市ふるさと応援寄付条例第２条第９号の規定は、令和６年３月

３１日に限り、その効力を失う。 

附 則（令和７年３月25日条例第５号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


